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凡 例 （青：上水道、茶：工業用水道）
ダム
取水堰
表流水、伏流水
地下水
湧水

水源環境保全・再生施策の対象地域

相模川水系県外上流域

酒匂川水系県外上流域

上野原市

大月市

道志村
都留市

忍野村

富士吉田市 山中湖村

富士河口湖町

西桂町

相模湖

津久井湖

宮ヶ瀬湖

丹沢湖

凡例
１ 水源の森林づくり事業の推進･････

濃い緑色の水源の森林エリア

２ 丹沢大山の保全・再生対策･･･････
赤枠の丹沢大山保全計画の特別保護地区
→丹沢大山自然再生計画の「ブナ林の再生」の中で実施

３ 渓畔林整備事業･････････････････
赤枠の丹沢大山保全計画の沢の重点管理区域
→丹沢大山自然再生計画の「渓流生態系の再生」の中で実施

４ 間伐材の搬出促進･･･････････････
濃い緑色＋ 薄い緑色の県内水源保全地域

５ 地域水源林整備の支援･･･････････
濃い緑色＋ 薄い緑色の県内水源保全地域

６ 河川・水路における自然浄化対策の推進･････
相模川水系及び酒匂川水系の取水堰上流域
→ 相模川水系及び酒匂川水系の取水堰上流域で

国県管理区域を除く区域
７ 地下水保全対策の推進･･･････････

●地下水を主要な水道水源としている地域
（小田原市、三浦市、秦野市、座間市、
南足柄市、足柄上・下郡、愛川町）

８ 県内ダム集水域における公共下水道の整備促進････････
黒太枠の県内ダム集水域

９ 県内ダム集水域における合併処理浄化槽の整備促進････
黒太枠の県内ダム集水域（下水道計画区域を除く）

10 相模川水系流域共同調査の実施･･･
紫色の相模川水系県外上流域＋相模川流域

11 水環境モニタリング調査の実施･･･
濃い緑色＋ 薄い緑色の県内水源保全地域

12 県民参加による水源環境保全・再生のための新たな仕組みづくり
……全県域

※ → は「かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」策定後変更
になっているもの

かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画における特別対策事業の対象地域
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